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八

 
規

則

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
七
号 

　
　
　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
四
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
四
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
四
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
四
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第

四
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
十
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
四
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

消
費
生
活
協
同
組
合
事
業
運
営
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
八
号 

　
　
　

消
費
生
活
協
同
組
合
事
業
運
営
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

消
費
生
活
協
同
組
合
事
業
運
営
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
九
号 

　
　
　

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
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（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
県
が
物
品
の
調
達
若
し
く
は
借
受
け
若
し
く
は
役
務
の
調
達
に
係
る
契
約
又
は
電
気
の
供
給

を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
行
う
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
お
け

る
入
札
保
証
金
の
免
除
に
関
し
、
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

　

（
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
）

第
二
条　

契
約
執
行
者
は
、
財
務
規
則
第
九
十
八
条
第
一
項
（
同
規
則
第
百
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
め
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
規
則
の
失
効
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

　

自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
自
然
環

境
保
全
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

名
称

　
　

荒
沢
県
自
然
環
境
保
全
地
域

二　

区
域

　

加
美
郡
加
美
町
字
鹿
原
荒
沢
及
び
字
鹿
原
田
谷
地
の
全
部
並
び
に
字
鹿
原
上
荒
沢
、
字
鹿
原
田
谷
地
二
ノ
及
び
字

鹿
原
上
台
野
の
各
一
部
（
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。）（
面
積
七
百
五
十
四
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

　

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
地
方
振
興

事
務
所
並
び
に
加
美
町
役
場
（
森
林
整
備
対
策
室
）
に
備
え
置
く
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

　

自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
荒

沢
県
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
計
画
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　

１　

保
全
す
べ
き
自
然
環
境
の
特
質

　

こ
の
地
域
は
、
全
国
で
も
有
数
の
巨
大
地
す
べ
り
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
ス
ゲ
沼
巨
大
地
す
べ
り
地
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
火
山
及
び
河
岸
段
丘
で
造
ら
れ
た
原
地
形
が
大
規
模
な
地
す
べ
り
に
よ
っ
て
極
め
て
複
雑
で
変

化
に
富
ん
だ
地
形
と
な
り
、そ
の
地
形
変
化
に
伴
い
水
系
が
錯
そ
う
し
て
い
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
多
数
の
池
沼
及
び
湿
原
が
形
成
さ
れ
、
名
称
の
あ
る
沼
だ
け
で
も
二
十
八
箇
所
を
数
え

る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
池
沼
及
び
湿
地
の
周
囲
に
は
、
特
色
の
あ
る
湿
生
植
物
群
落
、
ミ
ズ
ゴ
ケ
群
落
、
抽
水

植
物
群
落
及
び
水
生
植
物
群
落
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
ヤ
チ
ス
ゲ
群
落
、
サ
ギ
ス
ゲ
群
落
、
オ
オ
イ
ヌ

ノ
ハ
ナ
ヒ
ゲ
群
落
、
サ
ド
ス
ゲ
群
落
等
の
湿
生
植
物
群
落
は
県
内
で
数
少
な
い
群
落
で
あ
り
、
特
に
希
少
種
で
あ

る
ヤ
チ
ス
ギ
ラ
ン
が
密
生
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
抽
水
植
物
群
落
に
見
ら
れ
る
ミ
ズ
ド
ク
サ
群
落
は
、
県

内
で
も
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
記
す
べ
き
多
く
の
植
物
群
落
が
発
達
し
て
い
る
こ
の
地
域
の

植
生
は
貴
重
で
あ
る
。 

　

な
お
、
こ
の
植
物
群
落
の
中
で
、
宮
城
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
の
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
ヒ
メ

ビ
シ
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
、
ミ
ミ
カ
キ
グ
サ
、
ム
ラ
サ
キ
ミ
ミ
カ
キ
グ
サ
、
マ
ツ
ム
シ
ソ
ウ
、
キ
キ
ョ
ウ
、
ホ
ソ
バ
ヒ

ル
ム
シ
ロ
、
サ
ル
メ
ン
エ
ビ
ネ
、
サ
ギ
ソ
ウ
、
ミ
ズ
ト
ン
ボ
及
び
ト
キ
ソ
ウ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

地
域
で
最
も
特
徴
づ
け
る
ト
ン
ボ
類
が
多
く
生
息
し
、
こ
れ
ら
の
中
で
カ
ラ
カ
ネ
イ
ト
ト
ン
ボ
及
び
ル
リ
イ
ト
ト

ン
ボ
は
県
内
で
唯
一
の
生
息
地
と
な
っ
て
お
り
、
オ
ゼ
イ
ト
ト
ン
ボ
、
サ
ラ
サ
ヤ
ン
マ
及
び
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ

に
つ
い
て
も
、
県
内
で
最
も
個
体
数
が
多
く
生
息
す
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
は
複
雑
な
水
系
を
基
に
し
て
希
少
な
動
植
物
が
多
数
生
息
し
て
お
り
、
こ
の
良

好
な
自
然
環
境
を
県
民
の
か
け
が
え
の
な
い
貴
重
な
財
産
と
し
て
保
全
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
種
行
為
の
規
制

を
行
う
ほ
か
、
生
物
的
・
自
然
的
条
件
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

な
お
、
森
林
施
業
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
間
で
必
要
な
調
整
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

２　

権
利
制
限
関
係
等
の
概
要
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根　

拠　

法　

令

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十

九
号
）

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）

 
地
域 
（
地
区
）
名
等  

砂
防
指
定
地

水
源
の
か
ん
養
保
安
林

土
砂
の
流
出
の
防
備
保
安
林

公
衆
の
保
健
保
安
林

備　
　
　
　
　

考

大
滝
川
砂
防
指
定
地

 



二　

保
全
の
た
め
の
規
制
に
関
す
る
事
項

　

貴
重
な
自
然
環
境
を
有
す
る
本
地
域
を
、
県
民
の
か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
し
て
保
全
す
る
た
め
、
自
然
環
境
保

全
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
規
制
を
行
う
。

三　

保
全
の
た
め
の
施
設
に
関
す
る
事
項

　

自
然
探
索
路
の
あ
る
田
谷
地
地
区
は
、
県
民
が
気
軽
に
自
然
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
り
、
荒
沢
自
然
館
を
利
用
し
た
環
境
教
育
を
行
う
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
来
訪
者
の
た
め
に
こ
の
地
域

の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
、
主
要
な
箇
所
に
案
内
板
及
び
標
識
を
設
置
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
三
十
号
）

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）

地
す
べ
り
防
止
区
域

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

大
滝
地
す
べ
り
防
止
区
域

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
三
五
六

〇
四
一
〇
二
〇
〇
五
六
二

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
七
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

サ
ン
ネ
ッ
ト
な
ご
み

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
二

十
九

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式

会
社
石
巻
在
宅
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
蛇
田
字
下
谷
地

一
番
地
六

パ
ン
工
房　

わ
・
は
・

わ

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人

み
ん
な
の
輪

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

三
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

認
証
番
号

百
七
十

三

品　

目

蒸
し
・
ゆ

で
魚
介
藻

類

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

合
同
会
社
猪
又
屋

代
表　

猪
又
一
成

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

合
同
会
社
猪
又
屋

製
造
所
等
の
所
在
地

石
巻
市
長
浜
町
一
四－

一
二

〇
四
一
五
四
〇
〇
七
七
九

〇
四
一
五
五
〇
〇
六
九
三

黒
川
郡
大
郷
町
味
明
字

原
下
六
十
二－

一

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
そ
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
三

丁
目
一
番
三
号

ワ
ー
ク　

フ
ァ
レ

仙
台
市
泉
区
松
森
斉
兵

衛
四－

三　

二
階

 
児
童
デ
ィ
サ
ー
ビ

ス就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ワ
ー
カ

ー
ズ
コ
ー
プ

社
会
福
祉
法
人

愛
泉
会

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
21年

11月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地
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無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
21.11

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
／
サ
ッ
ポ
ロ

サ
イ
レ
ー
ジ

ビ
ー
ル
粕
飼
料

同
左

サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
株
式

会
社
仙
台
工
場

名
取
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
21.11

R
B
-2000

混
合
飼
料

同
左

バ
イ
オ
バ
ン
ク
株
式
会

社
仙
台
工
場

名
取
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.10

モ
ル
テ
ィ

ビ
ー
ル
粕

同
左

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
株
式
会

社
仙
台
工
場

仙
台
市

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
21年

12月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.11

理
研
カ
ル
シ
ウ
ム

乳
牛
・
肉
牛
用
混
合
飼

料
同
左

株
式
会
社
東
北
水
産
理

化
学
研
究
所

塩
釜
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.10

粒
状
カ
ル
ボ
ン

リ
ン
・
カ
ル
シ
ウ
ム
混

合
飼
料

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.5

ハ
イ
グ
ロ
ス

牛
用
混
合
飼
料

同
左

ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株

式
会
社
仙
台
工
場

仙
台
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.12

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
G

牛
用
混
合
飼
料

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.12

焙
煎
粉
砕
大
豆

同
左

有
限
会
社
三
ツ
橋
搾
油

所仙
台
市

無
動
物
性
飼
料
－
動
物
由
来
た
ん
白
質

H
21.12

屑
米
糠

同
左

株
式
会
社
ス
エ
オ
カ
・

ハ
ー
ベ
ス
ト
東
北
流
通

セ
ン
タ
ー

登
米
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
21.12

こ
だ
わ
り
前
期

和
牛
肥
育
前
期
用
混
合

飼
料

同
左

朝
日
精
麦
株
式
会
社

登
米
市

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
21.12

こ
だ
わ
り
育
成

和
牛
育
成
用
混
合
飼
料



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
神
谷
沢
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
長
田
三
十
五
番
地
十
四

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
七
年
十
月
三
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
東
和
町
土
地

改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
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変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
中
央
二
丁
目
一
三
番
二
九
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
一
丁
目
二
〇
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

八
・
九

　
　
　

〜
一
四
・
五

一
〇
・
八

　
　
　

〜
一
四
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
〇
・
〇

二
二
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
中
央
二
丁
目
一
三
番
二
九
地
先
か
ら

同
市
八
幡
町
一
丁
目
二
〇
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

八
・
九

　
　
　

〜
一
四
・
五

一
〇
・
八

　
　
　

〜
一
四
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
〇
・
〇

二
二
〇
・
〇

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

角
田
山
下
線

供

用

開

始

の

区

間

角
田
市
藤
田
字
半
田
一
一
〇
番
三
地
先
か
ら

同
市
藤
田
字
目
角
田
九
五
番
七
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

　
　

三
月
二
十
九
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

丸
森
柴
田
線

供

用

開

始

の

区

間

角
田
市
尾
山
字
北
町
七
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
藤
田
字
半
田
六
八
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

　
　

三
月
二
十
九
日



　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

東　
　

野　
　

真　
　

人　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

氏　
　
　

名

佐　

藤　

忠　

良

小
野
寺　

幹　

男

及　

川　

信　

代

千　

葉　

勝　

記

及　

川　

光　

雄

春　

日　

盛　

男

阿　

部　

芳　

代

後　

藤　
　
　

傳

及　

川　

律　

夫

石　

坂　

信　

義

松　

野　

秀　

郎

千　

葉　

正　

紀

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
六
〇
番
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
二
七
八
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
吉
田
五
三
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
一
二
番
地
六

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
二
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
中
畑
六
二
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
一
一
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
山
居
沢
四
番
地
二

登
米
市
東
和
町
米
川
字
小
出
沢
六
〇
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
一
七
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
小
童
子
九
四
番
地
二

三登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
下
三
四
番
地
一
五

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

氏　
　
　

名

佐　

藤　

忠　

良

及　

川　

信　

代

及　

川　

光　

雄

春　

日　

盛　

男

阿　

部　

芳　

代

後　

藤　
　
　

傳

及　

川　

律　

夫

丸　

山　

與
志
雄

首　

藤　

徳　

朗

佐
々
木　

勝　

治

森　

本　

欣
八
郎

武　

田　

久　

雄

佐　

藤　

勝　

明

菅　

原　

儀　

人

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
六
〇
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
吉
田
五
三
番
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
二
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
中
畑
六
二
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
一
一
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
山
居
沢
四
番
地
二

登
米
市
東
和
町
米
川
字
小
出
沢
六
〇
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
一
〇
二
番
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
北
上
沢
七
五
番
地
一

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
大
舟
渡
一
六
番
地
二

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
山
谷
六
番
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
七
二
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
宮
ヶ
沢
六
八
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
宮
ヶ
沢
一
〇
四
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

小
野
寺　

幹　

男

丸　

山　

洋　

司

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
二
七
八
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
七
八
番
地
一

監

事

監

事

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

後　

藤　

鬼
子
雄

丸　

山　
　
　

登

菅　

原　

儀　

人

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
照
井
一
五
三
番
地

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
四
番
地

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
宮
ヶ
沢
一
〇
四
番
地

理

事

監

事

監

事

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

及　

川　

文　

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
五
三
番
地

監

事



区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
舘
山
字
玉
川
百
十
三
番
四
、
百

十
四
番
一
、
百
十
四
番
五
及
び
百
三
十
五
番
並
び
に
同
字

大
門
百
四
十
八
番
一
及
び
百
四
十
八
番
四
並
び
に
同
字
北

妻
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
森
町

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

び
に
二
番
地
先
水
並
び
に
三
番
一
及
び
二
十
一
番
一
地
先

池
並
び
に
同
字
原
三
番
二
及
び
二
十
五
番
並
び
に
三
番

一
、
十
八
番
一
及
び
二
十
番
並
び
に
三
番
一
、
二
十
番
及

び
二
十
五
番
地
先
道
の
各
一
部
並
び
に
二
十
番
地
先
水
並

び
に
十
八
番
一
地
先
池
並
び
に
同
字
熊
野
沢
二
十
六
番

二
、
四
十
五
番
一
、
四
十
七
番
二
及
び
四
十
七
番
三
並
び

に
二
十
六
番
一
、
四
十
五
番
二
、
四
十
六
番
及
び
四
十
七

番
一
の
各
一
部
並
び
に
四
十
六
番
地
先
道
並
び
に
同
字
遠

向
三
十
五
番
、
三
十
六
番
、
三
十
七
番
、
三
十
九
番
、
四

十
一
番
、
四
十
二
番
及
び
四
十
三
番
、
並
び
に
同
三
十
五

番
地
先
池
並
び
に
同
字
前
沢
十
五
番
、
十
六
番
、
十
九
番
、

二
十
番
、
二
十
一
番
、
二
十
二
番
、
二
十
三
番
、
二
十
四

番
、
二
十
五
番
、
二
十
六
番
、
三
十
番
、
三
十
一
番
、
三

十
二
番
、
三
十
三
番
、
三
十
四
番
、
三
十
五
番
、
三
十
六

番
、
三
十
七
番
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番
、
四
十
番
、
四

十
一
番
、
四
十
三
番
、
四
十
四
番
、
五
十
番
、
五
十
一
番
、

五
十
二
番
、
五
十
三
番
、
五
十
四
番
、
五
十
五
番
、
五
十

六
番
、
五
十
八
番
、
五
十
九
番
、
六
十
番
、
六
十
一
番
、

六
十
二
番
、
六
十
三
番
、
六
十
四
番
、
六
十
五
番
、
六
十

六
番
、
六
十
七
番
、
八
十
六
番
及
び
八
十
八
番
並
び
に
十

六
番
及
び
四
十
三
番
地
先
道
並
び
に
十
五
番
及
び
二
十
六

番
地
先
水
並
び
に
四
十
番
地
先
池
並
び
に
同
字
苗
代
沢
四

十
三
番
、
四
十
七
番
、
五
十
番
、
五
十
五
番
及
び
五
十
七

番
並
び
に
同
村
大
衡
字
大
日
向
五
十
番
一
及
び
五
十
番
九

の
各
一
部
並
び
に
五
十
番
九
地
先
道
並
び
に
同
字
鎧
沢
一

番
、
二
番
一
、
二
番
二
、
三
番
、
四
番
、
五
番
、
六
番
、

七
番
、
八
番
、
九
番
一
、
九
番
二
、
十
番
一
、
十
二
番
三
、

十
二
番
六
、
十
二
番
八
、
十
二
番
九
、
十
二
番
十
、
十
二

番
二
十
六
、
十
四
番
二
、
二
十
三
番
三
、
二
十
三
番
四
、

二
十
三
番
五
、
二
十
六
番
三
、
三
十
六
番
一
及
び
三
十
六

番
四
並
び
に
十
二
番
二
、
十
二
番
七
、
十
二
番
二
十
一
、

　

黒
川
郡
大
衡
村
奥
田
字
梅
木
二
十
六
番
八
及
び
二
十
六

番
七
の
一
部
並
び
に
同
字
長
沢
一
番
、
十
番
四
、
十
番
五
、

十
番
六
、
十
番
八
、
十
番
十
、
十
番
十
一
、
十
番
十
二
、

十
番
十
三
、
十
番
十
四
、
十
番
十
五
、
十
番
十
九
、
十
番

二
十
、
十
番
二
十
一
、
十
番
二
十
二
、
十
番
二
十
三
、
十

番
二
十
四
、
十
番
三
十
六
、
十
番
三
十
七
、
十
番
三
十
八
、

十
番
三
十
九
、
十
番
四
十
、
十
番
四
十
一
、
十
一
番
一
、

十
二
番
、
十
三
番
、
十
四
番
及
び
二
十
番
一
並
び
に
十
番

二
、
十
番
十
六
、
十
番
十
七
、
十
番
四
十
四
及
び
十
五
番

の
各
一
部
並
び
に
一
番
地
先
道
並
び
に
十
番
四
十
四
地
先

道
の
一
部
並
び
に
十
番
二
地
先
水
の
一
部
並
び
に
同
字
金

沢
一
番
二
、
二
番
、
三
番
一
、
三
番
二
、
四
番
、
五
番
、

六
番
、
九
番
、
十
二
番
一
、
十
三
番
三
、
十
五
番
、
十
六

番
、
十
八
番
、
十
九
番
四
、
二
十
一
番
二
、
二
十
一
番
三
、

二
十
一
番
四
、
二
十
一
番
五
、
二
十
一
番
六
、
二
十
二
番
、

二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十
五
番
、
二
十
六
番
、
二
十

七
番
及
び
二
十
八
番
並
び
に
一
番
一
、
二
十
一
番
一
及
び

二
十
一
番
七
の
各
一
部
並
び
に
二
番
及
び
九
番
地
先
道
並



 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
一
九
年
号
外
第
一
七
号
（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
）
中
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

十
二
番
二
十
五
、
十
二
番
三
十
、
十
二
番
三
十
四
、
十
四

番
一
及
び
十
六
番
二
の
各
一
部
並
び
に
十
二
番
六
地
先
道

並
び
に
三
番
地
先
水
並
び
に
同
字
平
林
一
番
二
、一
番
三
、

三
番
二
、
三
番
三
、
四
番
、
五
番
二
、
五
番
三
、
六
番
三
、

六
番
四
及
び
三
十
二
番
四
並
び
に
一
番
三
地
先
道
並
び
に

同
字
塩
浪
三
十
二
番
三
並
び
に
同
字
松
本
一
番
二
、
二
十

五
番
三
及
び
五
十
六
番
二
並
び
に
一
番
二
地
先
道
並
び
に

同
字
寺
沢
十
四
番
、
十
四
番
一
、
十
五
番
、
十
六
番
、
十

七
番
、
十
八
番
、
十
九
番
、
二
十
番
、
二
十
一
番
、
二
十

二
番
、
二
十
四
番
、
二
十
五
番
、
二
十
七
番
、
二
十
九
番
、

三
十
番
、
三
十
一
番
、
三
十
四
番
三
、
三
十
七
番
一
、
三

十
七
番
二
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番
、
四
十
一
番
、
四
十

三
番
、
四
十
四
番
、
四
十
五
番
、
四
十
六
番
、
四
十
七
番
、

四
十
八
番
、
四
十
九
番
、
五
十
番
、
五
十
一
番
及
び
五
十

二
番
並
び
に
八
番
一
、
十
一
番
及
び
十
三
番
の
各
一
部
並

び
に
二
十
一
番
及
び
二
十
九
番
地
先
道
並
び
に
二
十
五
番

地
先
水
並
び
に
八
番
一
地
先
水
の
一
部
並
び
に
四
十
六
番

及
び
四
十
七
番
地
先
堤
並
び
に
同
字
団
子
沢
十
二
番
二
並

び
に
十
二
番
二
地
先
道
並
び
に
同
村
松
の
平
一
丁
目
七

番
、
八
番
及
び
十
番
並
び
に
六
番
及
び
十
一
番
の
各
一
部

並
び
に
同
村
松
の
平
二
丁
目
一
番
一
、
一
番
十
九
、
一
番

二
十
、
一
番
二
十
一
、
二
番
、
三
番
、
十
九
番
、
二
十
八

番
、
二
十
九
番
、
三
十
三
番
、
三
十
四
番
、
三
十
五
番
及

び
三
十
九
番
十
三
の
各
一
部
並
び
に
同
村
松
の
平
三
丁
目

四
番
十
一
の
一
部
（
第
二
工
区
）

　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

二
六

下

後
ろ
か

ら
五　

ペ
ー
ジ

段

行

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

「
建
第　
　
　
　
　

号　
　
　

建
築
宅

　

建
安
推
第　
　
　

号　
　
　

建
築
安

　

住
第　
　
　
　
　

号　
　
　

住
宅
課

号　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
保
健
所

号　
　
　

宮
城
県
総
合
衛
生
学
院
」

「
建
第　
　
　
　
　

号　
　
　

建
築
宅

　

建
安
推
第　
　
　

号　
　
　

建
築
安

号　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
保
健
所

号　
　
　

宮
城
県
総
合
衛
生
学
院
」

「
気
保
第　
　
　

　

総
衛
学
第　
　

地
課
全
推
進
室　

に
、

　
　
　
　

」

「
気
保
第　
　
　
　

　

総
衛
学
第　
　
　

地
課

　
　
　
　
　

に
、

全
推
進
室
」


